
新 見 警 察 署 速 度 取 締 り 指 針

令和７年１月

次の路線、時間帯を重点に速度取締りを推進します。
ただし、重点以外の路線、時間帯においても、取締りを実施することがあります。

○ 新見警察署の速度取締り重点は次のとおりとします。

新見警察署管内における人身事故発生状況（過去３年間）

▼ 思誠、高尾、新見南、上市小学区の順に多く発生してい
ます。

重点路線 重点時間 区 間 規制速度

国道１８０号 7:00～18:00 千屋（千屋小学区）地内～井倉（草間台小学区）地内
40キロ又は
50キロ

国道１８２号 7:00～8:00 上市（上市小学区）地内 ５０キロ

新見勝山線 16:00～18:00 新見(思誠小学区)地内～大佐(刑部小学区)地内
40キロ又は
50キロ

新見日南線 7:00～8:00 新見（思誠小学区）地内～神郷（神代小学区）地内
30キロ又は
50キロ

その他の交通指導取締り要点

路線別・時間別人身交通事故発生状況

主要路線別人身交通事故発生状況 速度超過を伴う人身交通事故発生割合

路線別・学区別人身交通事故発生状況

▼ 人身交通事故の約４割が国道180号で発生しています。

▼ 速度超過を伴う事故は、国道180号と国道182号で
50パーセントを占めています。

■ 国道180号は午前７時から午後６時に発生

■ 国道182号は午前７時から午前８時に発生
■ 新見勝山線は午後４時から午後６時に発生
■ 新見日南線は午前７時から午後７時に発生

国道180号

50% 1件

国道182号

50% 1件
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思誠 高尾 新見南 上市 刑部 神代 田治部 千屋 草間台
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0

1

2

3

4


